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市の施設は使用制限を設けて再開しています（一部の施設を除く）。詳細は町田市ホームページ（http://www.city.machida.tokyo.jp/）をご覧ください。

お知らせお知らせ
子育て世帯を対象に
市民住宅の入居者を募集します

　入居世帯には、入居日から３年間
家賃を一定額減免します（２０２０年
度の減免後家賃＝６万５７００円／月、
共益費＝４００円／月、駐車場＝８０００
円／月）。
対次のすべての要件を満たす世帯
①中学生以下の子どもがいる②世帯
の月額所得（各種控除後）が１５万８０００
円以上４８万７０００円以下である
住宅の所在地忠生１－１９－１（忠生
市営住宅と同一棟の１階）
間取り３ＤＫ（６５．４㎡）

募集戸数２戸
申募集要項（住宅課〔市庁舎８階〕で
配布、町田市ホームページでダウン
ロードも可）を参照し、応募用紙に必
要事項を記入のうえ、７月３１日まで

（必着）に直接または郵送で住宅課
へ。
※詳細は、町田市ホームページをご
確認ください。
問住宅課☎☎７２４・４２６９
町田市立学校の新たな通学区域案に
関する
ご意見を募集しています

　町田市教育委員会は、５月に「まち
だの新たな学校づくり審議会」を設
置し、学校統廃合を含めた通学区域
の見直しについて議論しています。

地域の実情を把握しながら、より丁
寧に審議を行うため、２０４０年度の
新たな通学区域案を示したうえで、
市民の皆さんからご意見を募集して
います。
　「未来の町田っ子」により良い教育
環境をつくるため、ぜひご意見をお
寄せください。
　ご意見をいただく際は、町田市ホ
ームページ「まちだの新たな学校づ
くりに関する意見募集について」の
ページをご確認いただき、ウェブフ
ォームでお送りください。なお、ウェ
ブフォームで送ることができない場
合は、書面（様式は不問）で提出する
こともできます。
募集期間７月１０日まで
市HP 新たな学校づくり　意見募集  検索
問教育総務課☎☎７２４・２１７２
都市計画の原案への
公 述 申 出 と 公 聴 会

【①都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針②都市再開発の方針】
対対象区域の住民及び利害関係人
対象区域①特別区、市、瑞穂町、日の
出町、大島町、八丈町、三宅村、神津島
村、新島村及び小笠原村②特別区、市

（昭島市、清瀬市、羽村市、稲城市及び
あきる野市を除く）
期間７月１５日㈬まで
※土・日曜日を除きます。
計画案の縦覧・申出書の配布場所東
京都都市整備局都市づくり政策部都
市計画課（都庁第二本庁舎１２階北
側、受付時間＝午前９時～午後５時）、
町田市都市政策課（市庁舎８階、受付
時間＝午前８時３０分～午後５時）
公述の申し出１人１０分以内で公述が
できます。公述申出書を７月１５日ま
で（必着）に東京都都市整備局都市づ
くり政策部都市計画課（〒１６３－
８００１、新宿区西新宿２－８－１）へ。
※意見要旨等を考慮し選定します。
○公聴会を傍聴できます
　町田都市計画区域は、８月１８日㈫
午後７時から調布市文化会館たづく
り（調布市小島町２－３３－１）で開催
されます。
定１００人程度（先着順）
※詳細は東京都都市整備局ホームペ
ージをご覧ください。
問東京都都市整備局都市づくり政策
部都市計画課☎☎０３・５３８８・３２２５、
町田市都市政策課☎☎７２４・４２４７

　令和２年国勢調査が、１０月１日時点で全国一斉に行われます。
　町田市では、１７００人程度の国勢調査員を募集していますが、地域によ
っては定員に達していないため、現在二次募集を行っています。特に、相
原・多摩境・鶴川・玉川学園前・町田・南町田の各駅周辺にお住まいの方の
ご応募をお待ちしています。
　なお、今回の調査は新型コロナウイルス感染防止のため、調査書類の配
布・回収時に対面での応対を避けて実施する予定ですので、安心してお申
し込みください。
主な仕事内容担当地域の世帯の確認と世帯への調査票の配布・回収
報酬（例）６０世帯の調査区を２調査区
担当する場合、約７万円（見込み）
応募方法７月３１日までにイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベシ
スコード２００４０８Ａへ（電話で市政情
報課への申し込みも可）。
市HP 国勢調査員  検索

後期高齢者医療制度のお知らせ 問保険年金課☎☎７２４・２１４４

後期高齢者医療被保険者証
（保険証）の大きさが変わります

　８月１日から、保険証の大きさが
カードサイズに変わります。
　新しいカードサイズの保険証

（オレンジ色）は、簡易書留で７月
中旬にお送りします。有効期限は
令和４年７月３１日です。届いたら、
氏名・生年月日・負担割合（表１参
照）などの記載内容をご確認くだ
さい。
　なお、現在お使いの保険証（青竹
色）は、８月１日以降、ご自身で破棄
していただくか、保険年金課へお
返しください（郵送での返却も
可）。７月３１日までは現在の保険証
を使用しますので破棄・返却しな
いようご注意ください。

３割負担から１割負担に変更で
きる場合があります（基準収入
額適用申請）

　該当すると思われる方には、基準
収入額適用申請書を送付していま
す。収入金額を証明できる書類（確定
申告書の写しなど）を添えて申請し
てください。
　なお、手続きの際は本人確認書類

（運転免許証、パスポート、個人番号
カード等）とマイナンバー（個人番
号）が確認できる書類（個人番号カー
ドや通知カード等）の提示が必要と
なります。
※収入額が表２の基準額を超える方
は該当しません。また、収支上の損益
にかかわらず、確定申告したものは
すべて収入額に含まれます。

自己負担割合１割の方へ
限度額適用・標準負担額減額
認定証（減額認定証）の更新は
８月１日です

　現在お持ちの減額認定証の有効期
限は、令和２年７月３１日です。
　既に交付されていて、世帯全員が
住民税非課税の方には、新しい減額
認定証を７月下旬に郵送します。改
めて申請する必要はありません。
　減額認定証を医療機関の窓口に提
示すると、保険適用の医療費の自己
負担限度額と入院時の食費が減額さ
れます。
　世帯全員が住民税非課税の申告を
している方で、まだお持ちでない方
は、申請により減額認定証の交付を
受けることができます。

自己負担割合３割の方へ
限度額適用認定証（限度額認
定証）の更新は８月１日です

　現在お持ちの限度額認定証の有効
期限は、令和２年７月３１日です。
　既に交付されていて、同じ世帯に
いる後期高齢者医療制度の被保険者
の中で、令和２年度住民税課税所得
の最も高い方が１４５万円以上６９０万
円未満の世帯の方には、新しい限度
額認定証を７月下旬に郵送します。
改めて申請する必要はありません。

　限度額認定証を医療機関の窓口
に提示すると保険適用の医療費の
自己負担限度額が適用されます。
　同じ世帯にいる被保険者の中で、
令和２年度住民税課税所得の最も
高い方が１４５万円以上６９０万円未
満の世帯の方で、まだお持ちでない
方は、申請により限度額認定証の交
付を受けることができます。

確定申告の期限延長による影
響について

　新型コロナウイルス感染防止の
観点から、所得税の確定申告期限
が延長されました。延長期間内に
確定申告を行った方がいる世帯の
場合、今回お送りする保険証の自
己負担割合（１割または３割）や、減
額認定証及び限度額認定証の適用
区分が暫定的なものとなる場合が
あります。
　今後、令和２年度住民税課税所
得等が決定し、自己負担割合や適
用区分に変更があった場合は、変
更後の保険証の交付、減額認定証
及び限度額認定証の差し替え、ま
たは返却のお知らせをします。変
更前の保険証、減額認定証及び限
度額認定証を使用した場合は、差
額分の納付や支給の手続きをお願
いすることがあります。

国勢調査員二次募集受付中！
問市役所代表☎☎７２２・３１１１、市政情報課☎☎７２４・２１０６

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市下水道事業審
議会

７月７日㈫午後
２時から

市庁舎２階会
議室２－２

５人
（申し込み順）

事前に電話で下水道経営
総務課（☎☎７２４・４２８７）へ

町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

７月１３日㈪午
前１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報課
（☎☎７２４・８４０７）へ

町田市住みよい街づ
くり条例改定検討委
員会（町田市街づく
り審査会専門部会）

７月２２日㈬午
前１０時～正午

市庁舎２階会
議室２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で地区街づく
り課（☎☎７２４・４２６７）へ

表１
令和２年度住民税課税所得

（算出対象＝平成３１年１月
～令和元年１２月の所得）

自己負担
の割合

同じ世帯の後期高齢者医療
被保険者全員がいずれも
１４５万円未満の場合

１割

同じ世帯の後期高齢者医療
被保険者の中に１４５万円以
上の方がいる場合

３割

※昭和２０年１月２日以降生まれの被保険
者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課
税所得が１４５万円以上であっても、保険
料の賦課のもととなる所得金額（基礎控
除後の総所得金額等）の合計額が２１０万
円以下の場合は、１割負担となります。

表２

後期高齢者
医療被保険
者数

収入判定基準
（平成３１年１月１日～令和元
年１２月３１日の収入で判定）

世帯に１人

収入額が３８３万円未満
（ただし、３８３万円以上で
も、同世帯に他の医療保険
制度に加入の７０～７４歳の
方がいる場合は、その方と
被保険者の収入合計額が
５２０万円未満）

世帯に複数 収入合計額が５２０万円未満

国勢調査２０２０
キャンペーンサイト


